
静岡県ボート競技の
育成・普及・強化の為に、

是非、サポーターズ会員に加盟して
頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

年会費：１口　１，５００円～
詳細は下記をご覧ください。

↓↓

静岡県ボート協会



　拝啓　貴殿におかれましては益々御清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より静岡のボート競技にご理解とご協力を賜り、心より厚く御礼を申し上げます。

　さて、昨年１０月に茨城県潮来ボートコースで開催されました第７４回国民体育大会におきまして『静岡県選抜チーム』の選手

たちはかつてない目覚ましい活躍でした。台風の余波による強風のラフコンディションで大会日程が短縮され、決勝レースは

実施できずに少年種目だけの準決勝までの競技でした。順位は準決勝までの成績で順位が決められましたが、準決勝１位のクルーが

優勝となり、『静岡県選抜』の少年男女の舵手付きクｵドルプルが優勝となりました。静岡県ボート協会設立後、はじめての天皇杯

第２位・皇后杯第３位という好成績でした。静岡県選抜クルーの高いモチベーションと強化委員会スタッフのたゆまない指導のおかげ

で立派な成績を残すことができました。また、多くの賛助会員の皆様方の温かい支援に心より感謝申し上げます。

　静岡県もこのような好成績に応えて、昨年に続き少年男子用クｵドルプルを導入して頂きハード面は着々と充実しております。

近い将来の天皇杯獲得を目指して強化事業を推進してまいります。

本年度も賛助会員（サポーターズ会員）のご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

静岡県ボート協会

　会長 池谷　邦行
資料①

静岡県ボート協会規約抜粋

第２章　目的及び事業

【目的】

第３条　本協会は静岡県内のボート活動の普及発達をはかるをもって目的とする。

第４条　本協会は（社）日本ボート協会に対して静岡県を代表するものとする。

【事業】　

第５条　本協会はその目的を達成するために下記の事業を行う。

　　　　　１　静岡県内における競漕会　

　　　　　２　静岡県代表選手の育成・選定・派遣

　　　　　３　ボートに関する調査・研究並びに指導

　　　　　４　競技者規定による選手資格の決定

　　　　　５　静岡県内のボートの普及活動

　　　　　６　その他目的達成に必要な事項

資料②

賛助会員並びにサポーターズ会員規定

第１条　この規定は静岡県ボート協会（以下「本会」という）規約第３３条の規定に基づく賛助会員に関する

　　　　　ことを定める。

第２条　賛助会員とは、本会の趣旨に賛同して入会した法人会員と個人会員をいう。

第３条　第２条による本会の趣旨とは本会規約第３・４・５条の目的及び事業を主とする他、本会競漕水域

　　　　　における地域活性化も添える。

第４条　賛助会員は、次の事項を受けることができる。

　　　　　（１）　本会主催の主要競漕会への招待

　　　　　（２）　本会主催の講演会・懇親会等の参加資格

　　　　　（３）　本会年間活動関連品の配布

　　　　　（４）　本会活動に対する意見受理

第５条　賛助会員の資格は１年間毎（４月１日～３月３１日）とする。

第６条　賛助会員の会費は、次のとおりとする。

　　　　　（１）　法人会員　　１口　　年額　１万円　　　注）２口以上でも可

　　　　　（２）　個人会員　　１口　　年額　５千円　　　注）２口以上でも可

第６条２項　サポータズ会員の会費は、次のとおりとする。

　　　　　　　　１口　年額千五百円　　　注）２口以上でも可

会費振替時には、1　社会人　2　大学　3　高校　4　中学　5　協会全体　のサポート対象の選択ができる。

※但し、４条における受項目はなしとし、その代わりに入金確認後、速やかにお礼状並びに　県ボート協会

エンブレム付のクリアファイル１枚を進呈する。

第７条　賛助会費（サポーターズ会費）の使用目的

　　　　　（１）　本会規約第２章第５条の事業運営費の一部として使用する。

　　　　　（２）　本会競漕水域における地域活性化活動の一部として使用する。　

附則　　この規定は平成２８年４月３日より施行する。

・　振替口座 ゆうちょ銀行　　浜松東

振替口座No  　００８００－７－７２１７８　　　　口座名  静岡県ボート協会　

※　振替料金　無料　（静岡県ボート協会が負担します）

　　受取人払いの用紙を必ずご使用く下さい。

・　連絡先 ＴＥＬ：053-454-2014 　FAX：053-454-4130　　静岡県ボート協会　総務委員長　鈴木宏和
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静岡県ボート協会　2020年度賛助会員（サポーターズ会員）募集のお願い


